
就学援助制度を希望される方へ(令和3年度用）

習志野市教育委員会

習志野市では、習志野市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお
困りの方のために、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。

①就学援助の対象となる方
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1.生活保護を受給している 申請は不要

2.生活保護が停止または廃止になったばかりである 保護廃止（停止）決定通知書の写し

3.令和3年度の市民税が非課税である

※居住用財産の買い替え等による特別控除は対象外

令和3年度の市民税・県民税非課税証明書

（所得割。均等割とも非課税であるもの）

非課税が決定するのは6月中旬以降ですの

で、それより前（4～6月上旬）に申請する

万は､こ④「市民税非課税｣の理由室は車諺
できません‐

4母子（父子）世帯で児童扶養手当を受給している

※特別児童扶養手当は対象外

児童扶養手当証書の写し

(受給者氏名・手当月額・支給停止額・支払

金融機関すべてがわかるところ）

s上記1から4の理由に当てはまらないが、経済的に困難または特別な

事傭がある

※所得金額が基準額を下回る場合

《基準額の目安》

基準額は、家族の年齢構成等によって異なります。

《所得金額とは》

･給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

･事業所得の方は、確定申告害の「所得金額の合計』です。

※基準額は、家族の年齢構成によって異なります。

※賃貸住宅にお住まいの場合、基準額が緩和されます。 （震貸借契約書や

家賃通知書（家賃の額と契約者のわかるところ）の写しを添付：共益愛．

駐車場代は含まない）

※保護者の死亡など特別の事情がある場合は、ご相談ください。

※住宅□－ン等の債務返済は、考慮できません。

※同一住所であっても、二世帯住宅等で生計を別にしている場合は、公共料

金等の検針票や領収書の写しの提出を求める場合があります。

家賃なし

(持ち家等） 家賃3万円

q貸住宅の堀f

家賃5万円 家賃7万円

2人
母30甑

子小学校2年生
199万 246万 277万 292万

3人
父35歳､母35歳

子小学校6年生
269万 315万 347万 362万

4人

父43歳､母43歳
子中学校1年生
子小学校3年生

343万 390万 421万 436万

5人

父43歳､母43歳
子中学校1年生
子小学校3年生
祖母69韻

370万 416万 448万 463万

令和2年1～12月の所得がわかる書類

※回=住駈にあ住まuの嵐(住民票の世畜な

別の場合も含む）全員の所得がわかる下記

証明書等のいずれか

｢百百天蚕でE軍謂音弓罵言1
･令和2年分の源泉徴収票

･令和2年分の確定申告書（控）

(第一表・第二表）

･令和3年度の市民税・県民税申告雪

(両面の写）

→低所得の場合、市民税課の窓口で申告で

きる場合がありますが、原本は返却され

ません。提出する前に写しを取り、申請

時にその写しを添付して下さい。 （6月

中旬以降に市民税・県民税(非)課税通知

書の写しを提$していただきます）

｢5頁甲司亙降匠車藷音惠罵吾可
令和3年度の市民税・県民税(非)課税証明書

｢宅あ価両所再が房葛瘍司
･年金収入がある場合は受給金額が確認でき

る書類の写し（証書や通知書など）

･離婚し元配偶者から養育費等を受け取って

いる場合は金額の確認できる書類の写し、

または通帳の写し(不要な部分は黒く塗りつ

ぷしていただいて結構です）






